
水害対応タイムラインについては、河川管理を担う国等の事務所と市区町村等が連携して適時的確な防災行動を判断・実施するために有
効であり、これまでも「東北地方整備局防災業務計画」に位置づけ、作成・活用を推進してきました。

令和３年５月には災害対策基本法が見直され、避難勧告・避難指示が一本化されることになったほか、令和４年３月に東北地方整備局防
災業務計画を見直し、従来の「避難情報に着目したタイムライン」を「流域タイムライン」に見直すことで全国的に取り組んでいます。

子吉川「流域タイムライン」について

ポイント！
・子吉川の場合は、1流域に1市である。
・子吉川は、平成28年に「多機関連携型タイムライン」を作成
済みである。（東北で唯一）

一般的な、
流域タイムラインの作成イメージ

平成２８年に策定した、子吉川の
多機関連携型のタイムライン

既に多機関連携型タイムラインが作成されている場合は、これら
が前述のいずれに該当するのかを確認した上で、これまでの経緯等
を尊重しつつ活用、改善に努めることとする。
（令和4年3月17日 国水環保第20号「水害対応タイムラインの今後の進め方について」）より抜粋

令和3年5月災害対策基本法改
定に伴う「避難指示」の統一
化に関する事項を更新して、
継続して活用する。

「H28子吉川多機関関連型
タイムライン」が策定済み
のため「流域タイムライ
ン」は作成しない。

以上のとおり、子吉川では「流域タイムライン」は作成せず、
平成28年策定「子吉川タイムライン（多機関連携型）」を時
点修正して継続利用する。
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